
匡：亘］H－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃リ第463－1号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年4月15日

公益社団法人群馬県医師会長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　鵜縣麟林部　　　　慈運誉
　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物・リサイクル課長　松本潔髭蕊蠣翌富

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　趨璽1｝

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和5年度実績）の提出について（通知）

　日頃、本県の廃棄物行政に御理解、御協力いただき感謝申し上げます。
　標記につきまして、以下を御了知いただき、貴会会員への周知に御配慮くださるよ
う、お願い申し上げます。

1　産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和5年度実績）の提出について
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により、前年度の1年間に産
業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を交付した事業者は、事業場ごとに、毎年6月3
0日までにその交付状況に関する報告書を都道府県知事に提出することとされていま
す。

（1）報告内容
令和5年4H1日～令和6年3月31日の1年間におけるマニフェスト伝票の交付状況
※排出量の多少にかかわらず、産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を交付した場合
には報告が必要です。

（鍵警驚禁慧禦霧魔鍍き蕊彊する法律施行規則様式第三号

により御提出をお願いしております。

〈産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式のダウンロード方法＞

　HP『群馬県産業廃棄物情報』
（https：／／w冊．　pref．　gunma．　jp／site／sanpai／131413．　htm1）からダウンロードできます。

　記載例等についても御案内しております。

（3）提出期限

令和6年7月1日（月）※6月30日が日曜日のため

（4）提出先
O紙による報告の場合
　　事業場の所在地を管轄する環境（森林）事務所

O電子データによる報告の場合（前橋市及び高崎市内の事業場を除く）
　　令和2年4月1日から、報告書はぐんま電子申請受付システムを利用して提出す
　　ることができます。詳しくは、HP『群馬県産業廃棄物情報』
　　（https：／／洲w．　pref．　gunma．　jp／site／sanpai／131413．　htm1）を御確認ください。

ヱ



【該当ページの場所】
　HP『群馬県産業廃棄物情報』　（https：／／www．　pref．　gunma．　jp／site／sanpai／）

　→　「（12）各種報告書について」
　→　　「法令及び県規則等に基づく各種報告書」
　　　「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」
　→　「1　産業廃棄物管理票に関する報告制度について」
　　　　ページ中段　「（3）提出場所　○電子データによる報告の場合」

（6）提出部数

　1部（書面による提出で控えが必要な場合は、1部加えていただき、切手を貼った返
信用封筒も添えてください。）

2　電子マニフェストの普及促進について
　産業廃棄物管理票の代わりに電子情報処理組織を利用した登録及び報告を行った場合
（電子マニフェストの場合）は、当該報告書の提出は不要となります。

　電子マニフェストには、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとっての情報管理の合理
化に加えて、廃棄物処理システムの透明化を図る狙いがありますので、普及促進への御
協力のほどお願いいたします。

〈電子マニフェストの利用方法〉

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御確認ください。
　（http：／／www．　jwnet．　or．　jp／jwnet／）
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産業廃棄物管理票交付等状況報告書記入上の注意事項

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

，事業所（医療機関）ごとに、別葉で報告してください。

報告者の住所（所在地）、氏名（名称）は、正確に記入してください。なお、代表者印

は不要です。

業種については、報告者の業種を別添の「業種（日本標準産業分類）」の中分類から選択

し、記入してください。

積替え保管がある場合には、①排出場所から最初の運搬先、②最初の運搬先から次の運

搬先の2行に分けて記載してください。

産業廃棄物の種類は、別添の「（特別管理）産業廃棄物種類表」から選択し、記入してくだ

さい。

排出量は、別添の「換算係数表」を参考に、必ずトン（t）に換　した数値を記入して

ください。

運搬受託者及び運搬先の住所は、j一を記△してください。
産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごと、処分受託者ごとに記入してください。

処分場所の住所は、運　先住所と同じ場合には記入不　です。

運搬先の住所は、運搬先業者の主たる事務所（本社）所在地ではなく、運

運搬

先業者から

示された場所（廃棄物をおろした場所）の所在地を記入してください。

11．様式は群馬県産業廃棄物情報（https：／／…．　pref．　gunma．　jp／s　i　te／sanpa　i／）からダウン

　　ロードできます。その他「報告書の記載例」及び「報告書に関する0＆A」も掲載されて

　　いますので、参考にしてください。

12．電子マニフェストを利用している場合は、情処理センターが集計して報告を行うた

め、排出事業者が告する必要はありません

13．不明な点等は、管轄の環境（森林）事務所または廃棄物・リサイクル課にお問い合わせ

　　ください。
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（特別管理）産業廃棄物種類表

O産業廃棄物の種類 O特別管理産業廃棄物の種
N（玩 種類 Nα

纂
01 燃え殻

01 廃油・揮発油等

02 汚泥 02 廃酸・腐食性

03 廃油 ’03 廃アルカリ・腐食性

04 廃酸 04 感染性産業廃棄物

05 廃アルカリ 05 廃PCB等
06 廃プラスチック類 06 PCB汚染物
07 紙くず 07 PCB処理物
08 木くず 08 廃水銀等

繊維くず 09 指宇下水汚泥09 一

10 動植物性残さ 10 廃石綿等
11 動物系固形不要物 11

特
定有害産業廃棄物

燃え殻

12 ゴム〈ず 12 汚泥

13 金属くず 13 廃油

14 ガラス〈ず・コンクリート〈ず及び陶磁器くず 14 廃酸
15 鉱さい 15 鹿アルカリ

16 がれき類 16 鉱さい

17 動物の糞尿 17 ばいじん

18 動物の死体 18 13号廃棄物
19 ばいじん
20 13号廃棄物
21 廃プラスチック類（石綿含有）

22 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有）

23 がれき類（石紬含有）

24 汚泥（水銀使用）

25 廃油（水銀使用）
26 廃酸（水銀使用）

27 廃アルカリ（水銀使用）

28 廃プラスチック類（水銀使用）

29 金属くず（水銀使用）

30 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（水銀使用）

31 燃え殻（水銀含有）

32 汚泥（水銀含有）
33 廃酸（水銀含有） ．

34 廃アルカリ（水銀含有）

35 鉱さい（水銀含有）

36 ばいじん（水銀含有）

※石綿含有：石綿含有産業廃棄物を含む、水銀使用：水銀使用製品
産業廃棄物を含む、水銀含有：水銀含有ばいじん等を含む。

7



換算係数表

産業廃棄物の種類（特別管理産業廃棄物も含む） 換算係数

燃え殻 1．14
汚泥 1．10
廃油 0．90

離 1．25
廃アルカリ 1．13
廃プラスチック類 0．35
紙くず 0．30
木くず 0．55
繊維くず 0．12
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固

形状の不要物（動植物性残さ）

1．00

とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物（動物系固形不要物） 1．00
ゴムくず 0．52
金属くず 1．13
ガラスくずコンクリートくず（工作物の新築改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び

陶磁器くず
1．00

鉱さい 1．93
工作物の新築改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物（が

れき類）

1．48

動物のふん尿 1．00
動物の死体 1．00
ばいじん 1．26
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないも

の（13号廃棄物、溶融スラグり
1．00

0．30
廃石綿等 0．30
廃水銀等（処分するために処理したものを含む） 13．57

こ庫d　　　l．きコ不故枇信靴，↓d　．－L．・－L．，　　　1　．r　、レ屯ln／1へ1　、．；lfL．　〆、　ノ＿＿F，1　　　1　、1、

位⊥　－L面じW侠昇蹴は⇔L刀ノ、－1’ノVヨにソV／1▽凱kL／⊥刀’一「ルノ

　2特別管理産業廃棄物のうち、感染性廃棄物、廃石綿等及び廃水銀等以外については、それぞれに該当す

　　る種類の換算係数に潤処することご

　3複数種類を同時に処理する場合、それぞれの種類を単独で処理したものとして計算すること。併せてそ

　れぞれの種類を同体積ずつ均一に混ぜ合わせたものを処理したものとして計算すること。
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業種（日本標準産業分類）

No． 大分類 中分類
AO1 農業，林業 農業

AO2 農業，林業 林業
BO3 漁業 漁業（水産養殖業を除く）

BO4 漁業 水産養殖業
CO5 鉱業，採石業，砂利採取業 鉱業，採石業，砂利採取業

DO6 建設業 総合工事業
DO7 建設業 職別工事業（設備工事業を除く）

DO8 建設業 設備工事業
EO9 製造業 食料品製造業
E10 製造業　． 飲料・たばこ・飼料製造業
E11 製造業 繊維工業
E12 製造業 木材・木製品製造業（家具を除く）

E13 製造業 家具・装備品製造業

E14 製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業

E15 製造業 印刷・同関連業
E16 製造業 化学工業
E17 製造業 石油製品・石炭製品製造業

E18 製造業 プラスチック製品製造業（別掲を除く）

E19 製造業 ゴム製品製造業
E20 製造業 なめし革・同製品・毛皮製造業
E21 製造業 窯業・土石製品製造業
E22 製造業 鉄鋼業
E23 製造業 非鉄金属製造業
E24 製造業 金属製品製造業
E25 製造業 はん用機械器具製造業
E26 製造業 生産用機械器具製造業
E27 製造業 業務用機械器具製造業

E28 製造業 電子部品・デバイス・電子回路製造業

E29 製造業 電気機械器具製造業
E30 製造業 情報通信機械器具製造業
E31 製造業 輸送用機械器具製造業
E32 製造業 その他の製造業
F33 電気・ガス・熱供給・水道業 電気業
F34 電気・ガス・熱供給・水道業 ガス業
F35 電気・ガス・熱供給・水道業 熱供給業
F36 電気・ガス・熱供給・水道業 水道業
G37 情報通信業 通信業
G38 情報通信業 放送業
G39 情報通信業 情報サービス業
G40 情報通信業 インターネット附随サービス業
641 情報通信業 映像・音声・文字情報制作業

H42 運輸業，郵便業 鉄道業
H43 運輸業，郵便業 道路旅客運送業
H44 運輸業，郵便業 道路貨物運送業
H45 運輸業，郵便業 水運業
H46 運輸業，郵便業 航空運輸業
H47 運輸業，郵便業 倉庫業

H48 運輸業，郵便業 運輸に附帯するサービス業
H49 運輸業，郵便業 郵便業（信書便事業を含む）

150 卸売業，小売業 各種商品卸売業
151 卸売業，小売業 繊維・衣服等卸売業
152 卸売業，小売業 飲食料品卸売業
153 卸売業，小売業 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

154 卸売業，小売業 機械器具卸売業
155 卸売業，小売業 その他の卸売業
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No． 大分類 中分類
156 卸売業，小売業 各種商品小売業
157 卸売業，小売業 織物・・衣服・身の回り品小売業
158 卸売業，小売業 飲食料品小売業
159 卸売業，小売業 機械器具小売業
160 卸売業，小売業 その他の小売業
161 卸売業，小売業 無店舗小売業
J62 金融業，保険業 銀行業
J63 金融業，保険業 協同組織金融業
J64 金融業，保険業 貸金業．クレジットカード業等非預金信用機関
J65 金融業，保険業 金融商品取引業，商品先物取引業
J66 金融業，保険業 補助的金融業等
」67 金融業，保険業 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）
K68 不動産業，物品賃貸業 不動産取引業
K69 不動産業，物品賃貸業 不動産賃貸業・管理業
K70 不動産業，物品賃貸業 物品賃貸業
L71 学術研究，専門・技術サービス業 学術・開発研究機関
L72 学術研究，専門・技術サービス業 専門サービス業（他に分類されないもの）
L73 学術研究，専門・技術サービス業 広告業
L74 学術研究，専門・技術サービス業 技術サービス業（他に分類されないもの）
M75 宿泊業，飲食サービス業 宿泊業
M76 宿泊業，飲食サービス業 飲食店
M77 宿泊業，飲食サービス業 持ち帰り・配達飲食サービス業
N78 生活関連サービス業，娯楽業 洗濯・理容・美容・浴場業
N79 生活関連サービス業，娯楽業 その他の生活関連サービス業
N80 生活関連サービス業，娯楽業 娯楽業
081 教育，学習支援業 学校教育
082 教育，学習支援業 その他の教育，学習支援業
P83 医療，福祉 医療業
P84 医療，福祉 保健衛生
P85 医療，福祉 社会保険・社会福祉・介護事業
086 複合サービス事業 郵便局
087 複合サービス事業 協同組合（他に分類されないもの）
R88 サービス業（他に分類されないもの） 廃棄物処理業’
R89 サービス業（他に分類されないもの 自動車整備業
R90 サービス業（他に分類されないもの 機械等修理業（別掲を除く）
R91 サービス業（他に分類されないもの 職業紹介・労働者派遣業
R92 サービス業（他に分類されないもの その他の事業サービス業
R93 サービス業（他に分類されないもの 政治・経済・文化団体
R94 サービス業（他に分類されないもの 宗教
R95 サービス業（他に分類されないもの その他のサービス業
R96 サービス業（他に分類されないもの 外国公務
S97 公務（他に分類されるものを除く） 国家公務
S98 公務（他に分類されるものを除く） ．地方公務

lT99　　　1分類不能の産業 1分類不能の産業
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匡：亘］H−1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃リ第463−1号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年4月15日公益社団法人群馬県医師会長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　鵜縣麟林部　　　　慈運誉　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物・リサイクル課長　松本潔髭蕊蠣翌富　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　趨璽1｝産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和5年度実績）の提出について（通知）　日頃、本県の廃棄物行政に御理解、御協力いただき感謝申し上げます。　標記につきまして、以下を御了知いただき、貴会会員への周知に御配慮くださるよう、お願い申し上げます。1　産業廃棄物管理票交付等状況報告書（令和5年度実績）の提出について　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により、前年度の1年間に産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を交付した事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までにその交付状況に関する報告書を都道府県知事に提出することとされています。（1）報告内容令和5年4H1日〜令和6年3月31日の1年間におけるマニフェスト伝票の交付状況※排出量の多少にかかわらず、産業廃棄物管理票（マニフェスト伝票）を交付した場合には報告が必要です。（鍵警驚禁慧禦霧魔鍍き蕊彊する法律施行規則様式第三号により御提出をお願いしております。〈産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式のダウンロード方法＞　HP『群馬県産業廃棄物情報』（https：／／w冊．　pref．　gunma．　jp／site／sanpai／131413．　htm1）からダウンロードできます。　記載例等についても御案内しております。（3）提出期限令和6年7月1日（月）※6月30日が日曜日のため（4）提出先O紙による報告の場合　　事業場の所在地を管轄する環境（森林）事務所O電子データによる報告の場合（前橋市及び高崎市内の事業場を除く）　　令和2年4月1日から、報告書はぐんま電子申請受付システムを利用して提出す　　ることができます。詳しくは、HP『群馬県産業廃棄物情報』　　（https：／／洲w．　pref．　gunma．　jp／site／sanpai／131413．　htm1）を御確認ください。ヱ【該当ページの場所】　HP『群馬県産業廃棄物情報』　（https：／／www．　pref．　gunma．　jp／site／sanpai／）　→　「（12）各種報告書について」　→　　「法令及び県規則等に基づく各種報告書」　　　「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」　→　「1　産業廃棄物管理票に関する報告制度について」　　　　ページ中段　「（3）提出場所　○電子データによる報告の場合」（6）提出部数　1部（書面による提出で控えが必要な場合は、1部加えていただき、切手を貼った返信用封筒も添えてください。）2　電子マニフェストの普及促進について　産業廃棄物管理票の代わりに電子情報処理組織を利用した登録及び報告を行った場合（電子マニフェストの場合）は、当該報告書の提出は不要となります。　電子マニフェストには、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとっての情報管理の合理化に加えて、廃棄物処理システムの透明化を図る狙いがありますので、普及促進への御協力のほどお願いいたします。〈電子マニフェストの利用方法〉公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御確認ください。　（http：／／www．　jwnet．　or．　jp／jwnet／）2A十lleくN．」，巾川攣A　Hロ牒皿［［i：ffくP怖　　　　A　　　　6　　　　報　　　　曇　‡　　　　霞　　　⊃　　　　緯　　ヨ　　　　婦　　螺　　　　憂　謡　　　　P　　　　司ロ　　　　o　　　騨　　　　　掲　　　　　yt応当麗藍撫　　　坦粗　LJ日ロ超es　魎　蹄幕　　　　　　圏　　　　　　　　　e扁〃oLJe邸卜oりeN司母LJ肥e忘坦e忘侭o畏e緯撫Ψ提麺甑｝メ傘w良田牌細［中捉髄“向継念龍艮e中忘曲悟坦鯉e釆頚卿e養榔Ψ蹄麺釦区区患呼剛田撫中蹄飾鰍后肇椎興ee縣膝軽蹄‡趣恩令　綱壬1⊥冷緯や碧足縣聰ee忘e巷繰侭罧侭継趣酬髄紳怖陣［恥一Noo∀　口sJ　旬　レ　⊃　司　怖　口　怖　e　心。Pt　」ユJ　　，ハ」坦卜Q旦十・ぐロヨ嚥蛸ytせ禽P叫Pt蚕皿No築。◎鳴［［i：蝋Φ怖レニニぷQ」∪他瞳1剛築麺碧＄｝kzn繰超趣廼裟区側．担9t⊃￥§±PKX胆亘ρNN血9旦9痕9牒埋亘くロゆ　。ぶN桝ト」細口綻十・雛せRる’D過二田N�s延e佃P暗ゆK迷kU区雛＄ぺ牒沿口▲戊くてY6せ堂9N　　　コ」鶴二N匡繰麺り凶側�s二．岨佃堤麺郵暗廷UR〈蹄ぐロ墨堂’＊侭暗区o卍終巷十・o　，蕪・く��巷髄偏梱牒蝋垣編。趣側LJ榔繭9駄く！；J罧。N懇唱＠健P壊NSJ糊郵嚥築柵築艮」口無旺口拠皿割yt十・句埋s掃パ軽歩トく粟畷P酬．。，・く暗�s〈D堂nyU碍細∪，匝区．。｛足縣＄套司く匝oes　）J念継繰忘侭灸凶旬｛壬髄ぎ坦卍皿eまRe継裟9」一＾梶縣側魍±R嵩ny壬紬（製�s患紬寸くPも兼⊃佃剛相暗督高魍提蝶，諮橿　縣塑｝棉�s麺剛，咲聰聴邨レ忘P堂｛宴e終R二超o緬掴＄皿尽99Bflロ輸蝋麺堂』2出凶騨9蟹h；J区杯虫如el継牌覇怖傘胆♪」匝廻蝋鯛申謹凶柳HNO。寸口　oトH巴酪A　輌Hロ蹄曲マ写〉�d忘颪坦Q忘侭＜輕暇酬＼求景H挺口　e槙撫Ψ瀧廼甑区念口景出榔ロ陣捉曲閑ぽ傘椎忌e忘坦eポ患興e養撫Ψ端楚蝋区頚Ψ過田撫�J粗飾蝋『頚椎剣ee蒸蹄軽醐‡麺恩令　咽田⊥⇔縣鯉e母蕪鶴酬側臨�J口o卜ooΦ9コ雲巴菖巴巴��蓮十｜19く墾巾川巴ぼ●●監　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　驚　叢嘘　　　　　　　　　　　　　　蒜叢＿尊出・。　鰻　e　×＆督榔×⊥蝋偲×x　｛ヒ　ピ　××　　る　1主起感○q　　く畑｝鑓と1く」閂謬く　　1」｛：田N＿kJ9廻暗Hく肖ぐぐ怖×姜￥○○○06ミo〒�kcり口9ee緯撫螺端麺凶区区くR“9謹出榊中端蜘閑巨o紘蚊e9e緯撫Ψ蹄麺甑区肇Ψ卿出撫中提牌tiX　tr肇椎剛ee蝋齢軽閥±皿恩ε妻玲9聰［中○○：≡日習5口口○○囲≧　cu粧⊥ヒ口口＄8岱890ENパ9“KlPt一蘂1輌石輌＼＼＿××器爲爵890��めくくモ××口口8語岱8902口“Kl；xN＜＜ぽ8宗8：o××ぐぐ○○用。。笹斜＜「く詔詔留89092o令＜＜8988：o××＜］＜］○○田。。趣岱藁，酩曇義と蚤謙る欝⊃継欝Pp匿遍蓑庄堰継ゲR怖怖×○尊却專890，超o⊃2艘麟1醐綻趣劃巷忘螺坦盤坦繰区櫻．蔽三くH巴wo鵠t9寸恒締田K臨ぐロ＄竺宙鱒輻区ymおK巷十・o，儲Fくに套麹暗細蕪螺楚帯巡鰻L）棉継a9くロ健魍副堅築体Eyt撫綴酬�sKab注艮，匝Pく巷巷Nくロ繰繰｝忘侭ぎ盤超卍罧兼9−）酬酬ポ提KV無患榔⊃佃剛Pt嵩稟．頚榔｝q麺剛�sv忘P念3超o景q9昼堂L）忘凶聯egLJ区郵螺却e｜蝋蘭肇怖念旺り匝悩繰幽中忌凶常Hcucawn　otS鴎産業廃棄物管理票交付等状況報告書記入上の注意事項1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．，事業所（医療機関）ごとに、別葉で報告してください。報告者の住所（所在地）、氏名（名称）は、正確に記入してください。なお、代表者印は不要です。業種については、報告者の業種を別添の「業種（日本標準産業分類）」の中分類から選択し、記入してください。積替え保管がある場合には、�@排出場所から最初の運搬先、�A最初の運搬先から次の運搬先の2行に分けて記載してください。産業廃棄物の種類は、別添の「（特別管理）産業廃棄物種類表」から選択し、記入してください。排出量は、別添の「換算係数表」を参考に、必ずトン（t）に換　した数値を記入してください。運搬受託者及び運搬先の住所は、j一を記△してください。産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごと、処分受託者ごとに記入してください。処分場所の住所は、運　先住所と同じ場合には記入不　です。運搬先の住所は、運搬先業者の主たる事務所（本社）所在地ではなく、運運搬先業者から示された場所（廃棄物をおろした場所）の所在地を記入してください。11．様式は群馬県産業廃棄物情報（https：／／…．　pref．　gunma．　jp／s　i　te／sanpa　i／）からダウン　　ロードできます。その他「報告書の記載例」及び「報告書に関する0＆A」も掲載されて　　いますので、参考にしてください。12．電子マニフェストを利用している場合は、情処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者が告する必要はありません13．不明な点等は、管轄の環境（森林）事務所または廃棄物・リサイクル課にお問い合わせ　　ください。6（特別管理）産業廃棄物種類表O産業廃棄物の種類O特別管理産業廃棄物の種N（玩種類Nα纂01燃え殻01廃油・揮発油等02汚泥02廃酸・腐食性03廃油’03廃アルカリ・腐食性04廃酸04感染性産業廃棄物05廃アルカリ05廃PCB等06廃プラスチック類06PCB汚染物07紙くず07PCB処理物08木くず08廃水銀等繊維くず09指宇下水汚泥09一10動植物性残さ10廃石綿等11動物系固形不要物11特定有害産業廃棄物燃え殻12ゴム〈ず12汚泥13金属くず13廃油14ガラス〈ず・コンクリート〈ず及び陶磁器くず14廃酸15鉱さい15鹿アルカリ16がれき類16鉱さい17動物の糞尿17ばいじん18動物の死体1813号廃棄物19ばいじん2013号廃棄物21廃プラスチック類（石綿含有）22ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有）23がれき類（石紬含有）24汚泥（水銀使用）25廃油（水銀使用）26廃酸（水銀使用）27廃アルカリ（水銀使用）28廃プラスチック類（水銀使用）29金属くず（水銀使用）30ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（水銀使用）31燃え殻（水銀含有）32汚泥（水銀含有）33廃酸（水銀含有）．34廃アルカリ（水銀含有）35鉱さい（水銀含有）36ばいじん（水銀含有）※石綿含有：石綿含有産業廃棄物を含む、水銀使用：水銀使用製品産業廃棄物を含む、水銀含有：水銀含有ばいじん等を含む。7換算係数表産業廃棄物の種類（特別管理産業廃棄物も含む）換算係数燃え殻1．14汚泥1．10廃油0．90離1．25廃アルカリ1．13廃プラスチック類0．35紙くず0．30木くず0．55繊維くず0．12食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物（動植物性残さ）1．00とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物（動物系固形不要物）1．00ゴムくず0．52金属くず1．13ガラスくずコンクリートくず（工作物の新築改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず1．00鉱さい1．93工作物の新築改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物（がれき類）1．48動物のふん尿1．00動物の死体1．00ばいじん1．26産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの（13号廃棄物、溶融スラグり1．000．30廃石綿等0．30廃水銀等（処分するために処理したものを含む）13．57こ庫d　　　l．きコ不故枇信靴，↓d　．−L．・−L．，　　　1　．r　、レ屯ln／1へ1　、．；lfL．　〆、　ノ＿＿F，1　　　1　、1、位⊥　−L面じW侠昇蹴は⇔L刀ノ、−1’ノVヨにソV／1▽凱kL／⊥刀’一「ルノ　2特別管理産業廃棄物のうち、感染性廃棄物、廃石綿等及び廃水銀等以外については、それぞれに該当す　　る種類の換算係数に潤処することご　3複数種類を同時に処理する場合、それぞれの種類を単独で処理したものとして計算すること。併せてそ　れぞれの種類を同体積ずつ均一に混ぜ合わせたものを処理したものとして計算すること。8業種（日本標準産業分類）No．大分類中分類AO1農業，林業農業AO2農業，林業林業BO3漁業漁業（水産養殖業を除く）BO4漁業水産養殖業CO5鉱業，採石業，砂利採取業鉱業，採石業，砂利採取業DO6建設業総合工事業DO7建設業職別工事業（設備工事業を除く）DO8建設業設備工事業EO9製造業食料品製造業E10製造業　．飲料・たばこ・飼料製造業E11製造業繊維工業E12製造業木材・木製品製造業（家具を除く）E13製造業家具・装備品製造業E14製造業パルプ・紙・紙加工品製造業E15製造業印刷・同関連業E16製造業化学工業E17製造業石油製品・石炭製品製造業E18製造業プラスチック製品製造業（別掲を除く）E19製造業ゴム製品製造業E20製造業なめし革・同製品・毛皮製造業E21製造業窯業・土石製品製造業E22製造業鉄鋼業E23製造業非鉄金属製造業E24製造業金属製品製造業E25製造業はん用機械器具製造業E26製造業生産用機械器具製造業E27製造業業務用機械器具製造業E28製造業電子部品・デバイス・電子回路製造業E29製造業電気機械器具製造業E30製造業情報通信機械器具製造業E31製造業輸送用機械器具製造業E32製造業その他の製造業F33電気・ガス・熱供給・水道業電気業F34電気・ガス・熱供給・水道業ガス業F35電気・ガス・熱供給・水道業熱供給業F36電気・ガス・熱供給・水道業水道業G37情報通信業通信業G38情報通信業放送業G39情報通信業情報サービス業G40情報通信業インターネット附随サービス業641情報通信業映像・音声・文字情報制作業H42運輸業，郵便業鉄道業H43運輸業，郵便業道路旅客運送業H44運輸業，郵便業道路貨物運送業H45運輸業，郵便業水運業H46運輸業，郵便業航空運輸業H47運輸業，郵便業倉庫業H48運輸業，郵便業運輸に附帯するサービス業H49運輸業，郵便業郵便業（信書便事業を含む）150卸売業，小売業各種商品卸売業151卸売業，小売業繊維・衣服等卸売業152卸売業，小売業飲食料品卸売業153卸売業，小売業建築材料，鉱物・金属材料等卸売業154卸売業，小売業機械器具卸売業155卸売業，小売業その他の卸売業9No．大分類中分類156卸売業，小売業各種商品小売業157卸売業，小売業織物・・衣服・身の回り品小売業158卸売業，小売業飲食料品小売業159卸売業，小売業機械器具小売業160卸売業，小売業その他の小売業161卸売業，小売業無店舗小売業J62金融業，保険業銀行業J63金融業，保険業協同組織金融業J64金融業，保険業貸金業．クレジットカード業等非預金信用機関J65金融業，保険業金融商品取引業，商品先物取引業J66金融業，保険業補助的金融業等」67金融業，保険業保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）K68不動産業，物品賃貸業不動産取引業K69不動産業，物品賃貸業不動産賃貸業・管理業K70不動産業，物品賃貸業物品賃貸業L71学術研究，専門・技術サービス業学術・開発研究機関L72学術研究，専門・技術サービス業専門サービス業（他に分類されないもの）L73学術研究，専門・技術サービス業広告業L74学術研究，専門・技術サービス業技術サービス業（他に分類されないもの）M75宿泊業，飲食サービス業宿泊業M76宿泊業，飲食サービス業飲食店M77宿泊業，飲食サービス業持ち帰り・配達飲食サービス業N78生活関連サービス業，娯楽業洗濯・理容・美容・浴場業N79生活関連サービス業，娯楽業その他の生活関連サービス業N80生活関連サービス業，娯楽業娯楽業081教育，学習支援業学校教育082教育，学習支援業その他の教育，学習支援業P83医療，福祉医療業P84医療，福祉保健衛生P85医療，福祉社会保険・社会福祉・介護事業086複合サービス事業郵便局087複合サービス事業協同組合（他に分類されないもの）R88サービス業（他に分類されないもの）廃棄物処理業’R89サービス業（他に分類されないもの自動車整備業R90サービス業（他に分類されないもの機械等修理業（別掲を除く）R91サービス業（他に分類されないもの職業紹介・労働者派遣業R92サービス業（他に分類されないものその他の事業サービス業R93サービス業（他に分類されないもの政治・経済・文化団体R94サービス業（他に分類されないもの宗教R95サービス業（他に分類されないものその他のサービス業R96サービス業（他に分類されないもの外国公務S97公務（他に分類されるものを除く）国家公務S98公務（他に分類されるものを除く）．地方公務lT99　　　1分類不能の産業1分類不能の産業10

